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規   約 

 

（目的） 

第１条 スポーツを通じ部員相互間の親睦を図るとともに人格の高揚、精神の向上並びに

地域社会に貢献することを目的とする。 

 

（名称） 

第２条 （チーム名）と称する。 

 

（事業） 

第３条 第１条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

 （１）０００００大会へ参加する。 

 （２）定期練習を週０回とする。 

 （３）その他、目的達成に必要な事業を行う。 

 

（役員） 

第４条 次の役員を置く。 

 部長・監督・会計（チーム内における役職を記載する） 

 

（会費） 

第５条 運営のため、次のとおり会費を定める。 

 月３０００円（ただし、同一家族の場合は５０００円とする） 

 

（会計） 

第６条 会計年度は、４月１日に始まり３月３１日に終わる。 

 

（付則） 

第７条 その他規約に定めの無い事項については、協議をして決定する。 

 

※各項目が全部必要というわけではありません。チーム内で該当しない項目は記載する必

要はありません。 

 

 


